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国道33号 越知道路（２工区）は、地すべりや落石などの災害の危険性を解消し、急カーブなど線形不良箇所を回避することで、安
全で信頼性のある幹線道路の交通機能の確保を目的とする道路である。

平面図

事業計画等

１．事業の目的

標準断面図

○災害危険箇所の減少及び地すべり地の回避による安全・安心な
交通の確保

○異常気象時における事前通行規制区間の短縮に寄与
○急カーブ箇所の減少による安全性の向上
○走行性向上による救急医療活動の支援

位置図

○事業着手：平成20年度
○整備区間：高知県高岡郡越知町越知丙

～高知県高岡郡越知町越知丁
○事業延長：3.0km（開通済区間1.8km）
○標準幅員：10.5m（完成2車線）
○構造規格：第3種 第2級

高知県愛媛県

徳島県

香川県

国道33号
越知道路（２工区）

○全体事業費：196億円(前回(R5)再評価時：189億円)
○計画交通量：6,500台/日(前回(R5)再評価時:6,500台/日)

事業費等

主な事業効果等
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１．事業の概要

規制区間短縮
延長1.6km

おち

越知道路(2工区)
延長3.0km

事前通行規制区間 延長18.7km
20.3km ⇒ 18.7kmに短縮

（単位：m）
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＜事業の進捗状況＞

区間 現道活用区間 バイパス区間
延長 1.2km 1.8km

現状 調査設計、工事中 R5.6.10開通済
用地進捗状況

（令和5年度末時点） 100％ （前回(令和4年度末時点)：約100%)

事業進捗状況
（令和5年度末時点） 約96％ （前回(令和4年度末時点)： 約92%)

越知道路(2工区) 延長3.0km

バイパス区間 R5.6
延長1.8km開通済
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凡 例

：一般国道（指定区間）

：主要地方道

：再評価箇所（開通済）

：再評価箇所（未開通）

越知道路(３工区)H19.6
延長1.0km開通済

至 高知市

これまでの用地買収率は100％（令和5年度末時点）、事業進捗率は約96％ （令和5年度末時点）となっている。
バイパス区間は令和５年６月１０日に開通し、現道活用区間の早期開通に向けて調査設計、工事を推進中。

よこぐら
写真① 横倉大橋

写真③ 現道活用区間

たちばな
写真② 立花大橋

33

立花大橋

至 高知市

至 松山市

至 高知市

至 松山市
横倉大橋

撮影：R6.5.21

仁淀川→

至 高知市

至 松山市

拡幅箇所

撮影：R6.5.21

撮影：R6.6.17

２．事業の進捗状況と見込み
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３．事業を巡る社会経済情勢等の変化

撮影：R5.4 撮影：R5.６

＜牧野富太郎ふるさと館＞ ＜まきのさんの道の駅・佐川＞

＜周辺の道路整備状況＞
・平成19年 ６月 国道33号 越知道路（３工区） 延長1.0km 開通

・平成23年 ４月 国道494号 佐川・吾桑バイパス
佐川工区 延長1.53km 開通

・平成24年12月 国道33号 高知西バイパス
（天神IC～鎌田IC） 延長1.1km 開通

・平成28年 ３月 国道33号 高知西バイパス
（枝川IC～天神IC） 延長2.9km 開通

・令和 ３年12月 国道33号 高知西バイパス
（鎌田IC～波川） 延長1.5km 開通

・令和 ５年 ６月 国道33号 越知道路（２工区）
バイパス区間 延長1.8km 開通
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凡 例

：一般国道（指定区間）

：一般国道（指定区間外）

：主要地方道

：一般県道

：再評価箇所（開通済）

：再評価箇所（未開通）

越知町
体験型観光施設
R1.6開業

佐川町
通貨識別機工場
新工場:H28.3操業

日高村
製紙工場
新工場:H27.9操業

いの町
看板等製造業
H28.8操業

いの町
共済組合
移転新築:
H30.6操業

仁淀川町
木材工場
新工場:H28.3操業

仁淀川町
酒製造業
新工場:R1.7操業

高知西バイパス
（鎌田IC～波川）

R3.12開通
高知西バイパス

天神IC～鎌田IC）
H24.12開通

高知西バイパス
（枝川IC～天神IC）

H28.3開通

高知西バイパス R3.12全線開通越知道路
（2工区）

越知道路
（2工区）
バイパス区間
R5.6開通

越知道路
（3工区）
H19.6開通

佐川・吾桑バイパス
（佐川工区）
H23.4開通

仁淀川町役場 いの町
鶏卵GPセンターの運営
移転新設:R1.10操業

佐川町
まきのさんの道の駅・佐川
R5.6開駅

494

佐川町役場

佐川町
牧野富太郎ふるさと館
R5.2リニューアルオープン
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物価上昇による事業費の増のほか施工計画等の見直しにより、事業費が７億円増加。

＜事業費の見直し＞

項目 増額内容 ①当初 ②変更 費用増加分
（②-①）

事業費増

①物価上昇 ■物価上昇による事業費増
物価上昇に伴う事業の見直しによる変更

－ － ＋1億円

②現場条件
の変更等

施工
計画

■資材搬入方法の見直しに伴う足場の見直し 等
通行規制区間短縮のための重量足場採用による事業費増

4.8億円 10.8億円 ＋６億円■架設工法の見直し 等
横取り架設時のベント転倒に対する安全対策追加による事業費増

■床板撤去工法の見直し 等
全国的に事例のない床板撤去工法採用による事業費増

計 +7億円

①前回評価時 ②増加 今回評価時（①＋②）

１８９億円 ＋７億円 １９６億円

＜全体事業費＞

４．事業費の変化
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セメント
普通ポルトランドセメント
生コンクリート
18-12-25（20）・24-12-25（20）・30-12-25（20）
アスファルト混合物
密粒度アスコン（20）
軽油

0.95

0.98

1.00

1.03

1.05

1.08

1.10

令和５年度 令和６年度

普通作業員 法面工

とび工 鉄筋工

運転手（特殊） 橋りょう特殊工

交通誘導警備員B 5

原材料費及びエネルギーコストの世界的な高騰、またコロナ禍からの世界経済の回復に伴う需要拡大によって、前回再評価時（令和
５年度）に比べて、建設資材や労務費の単価が上昇している。
建設資材価格の伸び率では、R5.4を基準とした場合、ｾﾒﾝﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、軽油等の価格が約1.03倍～1.22倍となっている。
労務単価についても、法面工で1.08倍と前回評価から増加している。
資材価格や労務単価の上昇に伴い、改良等の工事費の増加が必要となった。

＜建設資材単価の伸び率（R5.4を基準に算出）＞ ＜労務単価の伸び率（R５年度を基準に算出）＞

1.03
アスファルト混合物
軽油

1.22 セメント

県） 高知県
地区）越知

県）高知県

1.081 法面工

1.071 橋りょう特殊工

1.040 鉄筋工

1.00 生コン

1.080 とび工

1.069 普通作業員
1.066 運転手（特殊）
1.043 交通誘導警備員Ｂ

物価上昇による資材及び労務単価等の増加

４．事業費の変化①
【変更】１億円増



４．事業費の変化②-1
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52.2m

当初計画 変更計画

・片側交互通行を実施し、
橋梁上からの資材搬入を想定

・ 足場上でレールを用いた資材を運搬

＜資機材搬入方法の見直しに伴う足場の見直し＞

足場参考写真車道（片側交互通行）
拡幅歩道

重量足場

レールを用いた資材運搬

当初計画では、片側交互通行規制によって車道上からの資材搬入を想定していたが、隣接工区（当該事業区間の改良工事等）を
含めた長距離での通行規制が必要となったことから、長距離かつ長期間の通行規制に伴う道路利用者への影響を考慮し、足場上で
レールを用いた資材運搬が可能となる重量足場へ見直しが生じた。
近年の架設作業時の事故を踏まえ、より安全性の高いアーチリブの重心と横取りすべり面との高さを低くした架設計画に見直した。

・片側交互通行（約400m）が不要
・道路利用者への影響は最小限

（
平
面
図
）

（
側
面
図
）

規制影響を
考慮した
足場の変更

（
側
面
図
）

アーチ重心

▽70.700

アーチ重心

当初計画 変更計画・アーチリブとベントを一体化し、同時に横取りをする計画 ・アーチリブの重心と横取すべり面との高さを低くした計画に変更
（横断図） （横断図）

横取すべり面
横取すべり面

イメージ 施工状況写真

横取方向 横取方向

高さ約2.7m
高さ約6.0mアーチリブ

ベント
ベント

＜架設工法の見直し＞

6

アーチリブ

トラスガーター
架設方法
変更

事業進捗に伴う現場条件の変更 等 【変更】６億円増
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＜参考：他現場における馬蹄形ジベルの撤去状況＞ ※別工事現場写真 ＜施工費用の比較＞ （億円） （日）＜施工日数の比較＞

工事工程を精査した結果、施工にかかる費用及び日数が増加

馬蹄形ジベル
（馬蹄形ジベル内コンクリートの手斫り作業） （馬蹄形ジベルのガス切断作業）

４．事業費の変化②-2

＜床版撤去工法の見直し＞

馬蹄形ジベル
(n=564)

①張出部①桁間部 ②桁上部

③桁上ジベル部

Step①
張出部、桁間部
切断撤去

Step③
ジベルのみ
ガス切断

①張出部①桁間部

Step②
桁上中間部
ジャッキ引き剥がし

Step③
桁上ジベル部
馬蹄形ジベルごと
ワイヤーソー切断②桁上中間部

２億円増

③桁上ジベル部

当初計画では、張出部及び桁間部を切断撤去し、人力で桁上部及び馬蹄形ジベル内のコンクリートを手斫りした後、ジベルのみを
ガス切断する工法を想定していた。
当初の撤去工法を精査した結果、合成箱桁における馬蹄形ジベル撤去は全国的に事例が無く、施工期間が約１年必要となり、
施工費用も大幅に増大することが判明したため、ジベルワイヤーソー切断工法への見直しが生じた。

当初計画

約１年

約２倍

2.3億円増

Step①
張出部、桁間部
切断撤去

Step②
桁上部、ジベル内
コンクリートを
人力手斫り

て ばつ

て ばつ

変更計画



以上のことから、一般国道33号 越知道路（2工区）の事業を継続する。

８．対応方針（原案）

５．地方公共団体等からの要望

６．地方公共団体の意見

７．コスト縮減や代替案立案等の可能性
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• 想定できない事象に起因する事業費増等においても、今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減に加え、施設の長寿命
化や維持管理費を考慮した構造の採用等、総コストの縮減に努める。

• 越知道路（2工区）の計画は、地形条件、周辺土地利用状況との整合性を勘案し選定された合理的な計画であり、現計画が最適
である。

一般国道33号の整備促進に対して、沿線地方公共団体などから積極的に要望活動が続けられている。
令和元年度：７月、８月、１１月 令和２年度：７月、１０月、１１月 令和３年度：８月、１０月、１１月、１月
令和４年度：８月、１０月、１月 令和５年度：８月、１０月、１１月、１月 令和６年度：７月、８月

• 高知県知事意見
事業継続に異議はありません。
一般国道33号は、高知県と愛媛県の県都を結ぶ主要幹線道路であり、沿線地域における産業や観光振興の取り組みを支え、日々

の安全・安心な暮らしを守るとともに、近年、激甚化している豪雨や発生の切迫度が高まる南海トラフ地震などの自然災害時の緊急輸
送を担う「命の道」として大変重要な路線です。
しかしながら、越知道路（２工区）を含む現道は、越知町横倉から県境までの事前通行規制区間において、豪雨による長時間の通

行止めがたびたび発生するなど、日常生活にも影響を与えていることから、幹線道路として、安全性・走行性の向上や防災機能の強化
が望まれています。
このため、国においては、早期の開通に向け、資材価格などの高騰も加味した上で、所要額の満額確保に努めていただき、より一層の

事業進捗をお願いします。


